
  豊 田 市 上 下 水 道 局 週 休 ２ 日 制 工 事 実 施 要 領  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  建 設 業 界 で は 、若 手 や 女 性 技 術 者 の 確 保・育 成 を 中 心 と し た 将

来 の 担 い 手 確 保 が 重 要 な 課 題 と な っ て お り 、建 設 現 場 に お け る 労 働 環

境 の 改 善 が 求 め ら れ て い る 。こ の た め 、豊 田 市 上 下 水 道 局 で は 、企 業

や 労 働 者 の 労 働 環 境 改 善 に 向 け た 意 識 向 上 を 図 る と と も に 、建 設 業 の

週 休 ２ 日 へ の 更 な る 普 及 に 向 け て 取 り 組 む こ と と す る 。  

 

（ 対 象 工 事 ）  

第 ２ 条  豊 田 市 上 下 水 道 局 の 発 注 工 事 で 、設 計 書 の 単 価 適 用 日 が 令 和 ６

年 ４ 月 １ 日 以 降 の 全 て の 工 事 を 対 象 と す る 。た だ し 、以 下 の い ず れ か

に 該 当 す る 工 事 は 除 く 。  

（ １ ）公 共 建 築 工 事 、土 木 工 事 電 気 通 信 及 び 機 械 設 備 積 算 基 準 を 適 用 す

る 工 事  

（ ２ ） 対 象 期 間 が １ か 月 （ 約 ３ ０ 日 ） 未 満 の 工 事  

（ ３ ） 通 年 維 持 工 事 等 小 規 模 な 現 場 が 点 在 す る 工 事  

（ ４ ） 緊 急 の 応 急 復 旧 工 事  

（ ５ ）工 事 期 間 全 体 の う ち 、対 象 外 の 期 間 が 工 事 期 間 全 体 の 大 部 分（ 約

７ 割 以 上 ） を 占 め る 工 事  

 

（ 週 休 ２ 日 の 確 保 ）  

第 ３ 条  週 休 ２ 日 制 工 事 の 実 施 工 事 は 、第 １ 号 に 掲 げ る 対 象 期 間 に お い

て 第 ２ 号 に 掲 げ る 休 工 対 象 日 に 休 工 を 実 施 す る 。な お 、休 工 と は 、現

場 事 務 所 で の 事 務 作 業 も 含 め 、作 業 を 実 施 し な い 現 場 内 の 完 全 閉 所 を

い う 。安 全 管 理 の た め の 現 場 巡 視 や 、現 場 見 学 会 の 実 施 、ボ ラ ン テ ィ

ア 活 動 等 の 地 域 貢 献 活 動 へ の 参 加 等 は 現 場 内 の 完 全 閉 所 と し て 取 り

扱 う も の と す る 。  

（ １ ） 対 象 期 間  

契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 工 事 完 成 日（ 工 事 完 成 届 提 出 日 ）ま で と す

る 。た だ し 、次 に 掲 げ る 期 間（ 以 下 「 非 対 象 期 間 」と い う 。）は 対

象 期 間 か ら 除 く 。  

ア  準 備 期 間（ 契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 施 工 を 開 始 す る ま で の 期 間 で 、

現 場 事 務 所 等 の 設 置 、 測 量 は こ の 期 間 に 含 む 。 ）  

イ  後 片 付 け 期 間（ 施 工 を 完 了 し た 日 の 翌 日 か ら 工 事 完 成 日（ 工 事



完 成 届 提 出 日 ） ま で の 期 間 ）  

ウ  夏 季 休 暇 （ ３ 日 間 ）  

エ  年 末 年 始 休 暇 （ ６ 日 間 ）  

オ  工 場 製 作 の み の 期 間  

カ  工 事 事 故 等 に よ る 不 稼 働 期 間  

キ  他 工 事 、 他 事 業 に よ る 不 稼 働 期 間  

ク  天 災（ 豪 雨 、出 水 、土 石 流 、地 震 等 ）に 対 す る 突 発 的 な 対 応 期

間  

ケ  工 事 全 体 を 一 時 中 止 し て い る 期 間  

コ  発 注 者 が 対 象 外 と す る 作 業 を 実 施 す る 期 間（ 施 工 条 件 や 地 元 条

件 、災 害 対 応 等 、受 注 者 の 責 に よ ら ず 週 ６ 日 以 上 の 現 場 作 業 を 余

儀 な く さ れ る 期 間 ）  

（ ２ ） 休 工 対 象 日  

「 土 曜 日 ・ 日 曜 日 」 、 「 祝 祭 日 」 を 問 わ ず 、 対 象 期 間 の 全 日 数 の

２ ８ ． ５ ％ （ ８ ／ ２ ８ ） 以 上 の 日 数 と す る 。 な お 、 天 候 （ 降 雨 ・ 積

雪 等 ） に よ り 休 工 し た 日 も 、 休 工 と 認 め る 。  

（ ３ ） 休 工 日 の 設 定  

   建 設 業 の 働 き 方 改 革 を 推 進 す る 観 点 か ら 、 受 注 者 は １ か 月 単 位 で

４ 週 ８ 休 が 達 成 で き る よ う 努 め る も の と す る 。  

 

（ 取 組 内 容 ）  

第 ４ 条  週 休 ２ 日 制 工 事 の 実 施 工 事 の 取 組 み 内 容 は 、次 に 掲 げ る と お り

と す る 。  

（ １ ）受 注 者 は 、施 工 計 画 書 を 提 出 す る ま で に 、週 休 ２ 日 の 取 得 計 画 が

分 か る よ う に カ レ ン ダ ー 形 式 の 計 画 表 を 作 成 の 上 、工 事 打 合 簿 に よ

り 監 督 員 に 提 出 す る も の と し 、 監 督 員 は 、 こ れ を 確 認 す る 。  

（ ２ ）受 注 者 は 、毎 月 ５ 日 ま で に 、工 事 打 合 簿 に よ り 実 施 状 況 を カ レ ン

ダ ー 形 式 に て 提 出 す る も の と す る 。そ の 際 、併 せ て 非 対 象 期 間 を 明

示 す る も の と し 、 監 督 員 は 、 こ れ を 確 認 す る 。  

（ ３ ）発 注 者 が 週 休 ２ 日 に 係 る ア ン ケ ー ト 調 査 や ヒ ア リ ン グ 調 査 を 実 施

す る 場 合 に は 、 受 注 者 は 、 こ れ に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 工 事 成 績 評 定 ）  

第 ５ 条  週 休 ２ 日 制 工 事 の 実 施 工 事 に つ い て は 、第 ３ 条 第 １ 号 に 規 定 す

る 対 象 期 間 の 全 日 数 に 対 す る 休 工 日 数（ 曜 日 及 び 理 由 に か か わ ら ず 休



工 し た 日 ） の 割 合 （ 以 下 、 「 週 休 ２ 日 取 得 率 」 と い う 。 ） が 、 ２ ８ ．

５ ％（ ８ ／ ２ ８ ）以 上 の 場 合 、工 事 成 績 評 定 に お い て 評 価 す る 。（ 別

紙 １ 参 照 ）  

２  週 休 ２ 日 取 得 率 の 算 出 方 法 は 、次 に 掲 げ る と お り と す る 。（ 別 紙 １

参 照 ）  

（ １ ）施 工 開 始 日 が 、火 曜 日 か ら 土 曜 日 の 場 合 は 、施 工 開 始 日 を 含 む 週

を 対 象 期 間 か ら 除 く 。ま た 、施 工 開 始 日 が 月 曜 日 の 場 合 は 、施 工 開

始 日 を 前 日 の 日 曜 日 と す る 。  

（ ２ ）施 工 完 了 日 が 、日 曜 日 か ら 木 曜 日 の 場 合 は 、施 工 完 了 日 を 含 む 週

を 対 象 期 間 か ら 除 く 。ま た 、施 工 完 了 日 が 金 曜 日 の 場 合 は 、施 工 完

了 日 を 翌 日 の 土 曜 日 と す る 。  

３  工 事 成 績 評 定 は 、 工 事 成 績 評 定 表 の 「 ６ .社 会 性 等  Ⅰ .地 域 へ の 貢

献 等 ７ .そ の 他 」 に お い て 評 価 す る （ 別 紙 ２ 参 照 ） 。 な お 、 週 休 ２ 日

取 得 率 が ２ ８ ．５ ％（ ８ ／ ２ ８ ）に 満 た な い 満 た な い 場 合 で あ っ て も

工 事 成 績 の 減 点 は 行 わ な い 。  

 

（ 経 費 の 補 正 ）  

第 ６ 条  週 休 ２ 日 制 工 事 の 取 り 組 み を 推 進 す る た め 、 週 休 ２ 日 制 工 事 の

実 施 工 事 に つ い て は 、休 工 状 況 に 応 じ て 次 に よ り 経 費 の 補 正 を 行 う も

の と す る 。  

（ １ ） 休 工 状 況 の 適 用 区 分  

対 象 期 間（ 第 ３ 条 第 １ 号 ）の 全 日 数 に 対 す る 休 工 日 数（ 曜 日 及 び

理 由 に か か わ ら ず 休 工 し た 日 ）の 割 合（ 以 下 、「 休 工 割 合 」と い う 。）

に 応 じ て 、休 工 状 況 の 適 用 区 分 は 、次 に 掲 げ る と お り と す る 。（ 別

紙 １ 参 照 ）  

ア  ４ 週 ８ 休 以 上  

休 工 割 合 が ２ ８ ． ５ ％ 以 上 の 場 合  

イ  ４ 週 ７ 休 以 上 ４ 週 ８ 休 未 満  

休 工 割 合 が ２ ５ ％ 以 上 ２ ８ ． ５ ％ 未 満 の 場 合  

ウ  ４ 週 ６ 休 以 上 ４ 週 ７ 休 未 満  

休 工 割 合 が ２ １ ． ４ ％ 以 上 ２ ５ ％ 未 満 の 場 合  

（ ２ ） 休 工 割 合 の 算 出 方 法  

休 工 割 合 の 算 出 方 法 は 、次 に 掲 げ る と お り と す る 。（ 別 紙 １ 参 照 ） 

ア  施 工 開 始 日 が 、 火 曜 日 か ら 土 曜 日 の 場 合 は 、 施 工 開 始 日 を 含

む 週 を 対 象 期 間 か ら 除 く 。ま た 、施 工 開 始 日 が 月 曜 日 の 場 合 は 、



施 工 開 始 日 を 前 日 の 日 曜 日 と す る 。  

イ  施 工 完 了 日 が 、 日 曜 日 か ら 木 曜 日 の 場 合 は 、 施 工 完 了 日 を 含

む 週 を 対 象 期 間 か ら 除 く 。ま た 、施 工 完 了 日 が 金 曜 日 の 場 合 は 、

施 工 完 了 日 を 翌 日 の 土 曜 日 と す る 。  

（ ３ ） 補 正 率  

そ れ ぞ れ の 経 費 に 次 に 掲 げ る 補 正 係 数 を 乗 じ る も の と す る 。な お 、

現 場 作 業 を 伴 わ な い 工 場 製 作 に 係 る 費 用 及 び 測 量 や 調 査・設 計 な ど

外 注 が 想 定 さ れ る 業 務 の 労 務 費 に つ い て は 、補 正 の 対 象 と し な い も

の と す る 。  

ま た 、市 場 単 価 の 補 正 は 、設 計 書 の 単 価 適 用 日 が 令 和 ５ 年 ４ 月 １

日 以 降 の 工 事 を 対 象 と し て 、 実 施 す る も の と す る 。  

ア  ４ 週 ８ 休 以 上 （ 休 工 割 合 が ２ ８ ． ５ ％ 以 上 の 場 合 ）  

【 労 務 費 】         １ ． ０ ５  

【 機 械 経 費 （ 賃 料 ） 】 １ ． ０ ４  

【 共 通 仮 設 費 率 】   １ ． ０ ４  

【 現 場 管 理 費 率 】     １ ． ０ ６  

【 市 場 単 価 】 補 正 対 象 及 び 補 正 係 数 は 、 別 紙 ３ に よ る  

【 標 準 単 価 】  補 正 対 象 及 び 補 正 係 数 は 、 別 紙 ４ に よ る  

イ  ４ 週 ７ 休 以 上 ４ 週 ８ 休 未 満（ 休 工 割 合 が ２ ５ ％ 以 上 ２ ８ ．５ ％

未 満 の 場 合 ）  

【 労 務 費 】         １ ． ０ ３  

【 機 械 経 費 （ 賃 料 ） 】 １ ． ０ ３  

【 共 通 仮 設 費 率 】   １ ． ０ ３  

【 現 場 管 理 費 率 】     １ ． ０ ４  

【 市 場 単 価 】 補 正 対 象 及 び 補 正 係 数 は 、 別 紙 ３ に よ る  

【 標 準 単 価 】  補 正 対 象 及 び 補 正 係 数 は 、 別 紙 ４ に よ る  

ウ  ４ 週 ６ 休 以 上 ４ 週 ７ 休 未 満（ 休 工 割 合 が ２ １ ．４ ％ 以 上 ２ ５ ％

未 満 の 場 合 ）  

【 労 務 費 】         １ ． ０ １  

【 機 械 経 費 （ 賃 料 ） 】 １ ． ０ １  

【 共 通 仮 設 費 率 】   １ ． ０ ２  

【 現 場 管 理 費 率 】     １ ． ０ ３  

【 市 場 単 価 】 補 正 対 象 及 び 補 正 係 数 は 、 別 紙 ３ に よ る  

【 標 準 単 価 】  補 正 対 象 及 び 補 正 係 数 は 、 別 紙 ４ に よ る  

（ ４ ） 補 正 方 法 等  



休 工 状 況 を 確 認 後 、最 終 変 更 設 計 時 に 休 工 状 況 の 適 用 区 分 に 応 じ

て 各 経 費 を 補 正 し 、 変 更 契 約 す る も の と す る 。  

 

（ 工 事 名 ）  

第 ７ 条  本 要 領 を 適 用 し 発 注 す る 工 事 は 、工 事 名 の 末 尾 に「（ 週 休 ２ 日 ）」

を 追 記 す る 。  

 

（ 特 記 仕 様 書 ）  

第 ８ 条  本 要 領 を 適 用 し 発 注 す る 工 事 は 、特 記 仕 様 書 に 以 下 の と お り 記

載 す る 。  

「 第 ○ 条  本 工 事 は 、 週 休 ２ 日 制 工 事 の 対 象 工 事 と す る 。 週 休 ２ 日

制 工 事 実 施 に よ る 経 費 の 補 正 は 、 原 則 と し て 最 終 設 計 変 更 時 に 行 う 。

な お 、週 休 ２ 日 制 工 事 に つ い て は 、「 豊 田 市 上 下 水 道 局 週 休 ２ 日 制 工

事 実 施 要 領 に よ る も の と す る 。 」  

 

（ 対 象 工 事 へ の 変 更 ）  

第 ９ 条  第 ２ 条（ ５ ）の 理 由 に よ り 週 休 ２ 日 制 工 事 の 対 象 外 と し た 工 事

に お い て 、 契 約 後 に 受 注 者 が 対 象 工 事 と す る こ と を 希 望 す る 場 合 、

発 注 者 が 第 ２ 項 に よ り 問 題 な い と 判 断 し た 場 合 に は 、 変 更 協 議 を 行

い 、 対 象 工 事 と す る こ と が で き る 。 た だ し 、 こ の こ と を 理 由 と す る

工 期 延 期 は 行 わ な い 。  

２  前 項 に よ り 発 注 者 が 問 題 な い と 判 断 で き る 場 合 と は 、 第 ３ 条 （ １ ）

コ に お け る 施 工 条 件 や 地 元 条 件 、災 害 対 応 等 の 条 件 が 緩 和 さ れ た こ と

を 発 注 者 が 確 認 で き 、 対 象 工 事 と す る こ と に 支 障 が 無 い 場 合 と す る 。 

 

 

附  則  

こ の 要 領 は 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

な お 、本 要 領 の 施 行 を も っ て 、「 豊 田 市 上 下 水 道 局 完 全 週 休 ２ 日 制 工

事 試 行 実 施 要 領 」 は 廃 止 す る 。  

 

  附  則  

 こ の 要 領 は 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

  附  則  



 こ の 要 領 は 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


